
 
 

 

  
 

日
野
町
の
み
な
さ
ま
に
は
日
頃
よ
り
本
校
の
取
組
に
多
大
な
ご
支

援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
度
四
月
よ

り
日
野
高
校
で
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
間
地
域
の
み
な

さ
ま
に
は
子
育
て
・
教
育
合
同
研
究
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
体
験
や
高
齢
者
施
設
実
習
な
ど
様
々
な
取
組
み
に
お
き
ま
し
て

大
変
あ
た
た
か
く
ご
支
援
頂
い
て
い
る
こ
と
を
本
当
に
あ
り
が
た
く

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
全
国
の
高
校
に
総
合
学
科
と 

い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
今
年
度
は
二 

十
一
年
目
の
年
と
な
り
ま
す
。
設
立 

の
理
念
の
一
つ
に
「
将
来
の
職
業
選 

択
を
視
野
に
入
れ
て
自
己
の
進
路
へ 

の
自
覚
を
高
め
る
」
が
謳
わ
れ
て
お 

り
、
進
路
の
先
で
求
め
ら
れ
る
職
業 

観
の
確
立
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い 

ま
す
。 

 

日
野
高
校
が
平
成
十
六
年
四
月
に 

新
し
く
総
合
学
科
と
し
て
ス
タ
ー
ト 

し
て
か
ら
十
年
が
過
ぎ
た
現
在
、
高 

度
通
信
情
報
社
会
の
進
展
と
と
も
に 

社
会
構
造
、
産
業
構
造
は
大
き
く
変 

化
し
て
お
り
ま
す
。 

 

現
在
、
本
校
は
耐
震
工
事
を
行
っ 

て
お
り
ま
す
が
今
年
の
三
月
で
工
事 

は
完
了
し
ま
す
。
こ
れ
を
ひ
と
つ
の 

機
会
と
し
て
、
地
域
の
期
待
に
応
え
る
事
を
柱
と
し
て
社
会
状
勢
の
変

化
に
対
応
し
た
総
合
学
科
に
お
け
る
日
野
モ
デ
ル
と
呼
べ
る
も
の
を

作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

保
幼
小
中
と
大
切
に
育
て
て
頂
い
た
日
野
の
子
ど
も
た
ち
に
、
十
年

後
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
見
据
え
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
っ
て
、
一
人

一
人
が
自
分
の
将
来
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
総
合
学
科

と
し
て
の
体
制
の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

就
職
に
お
い
て
は
地
元
の
企
業
で
活
躍
で
き
る
資
質
を
備
え
た
人

材
を
育
成
し
、
ま
た
、
進
学
に
お
い
て
も
将
来
は
地
元
に
戻
っ
て
き
て

活
躍
し
て
く
れ
る
人
材
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
は
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
初
め

て
実
現
で
き
る
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
ご
指
導
、
ご

支
援
を
ど
う
か
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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３月の活動予定 
 

６日 街頭補導 

１０日 有害図書等立入調査 

１２日 少年補導委員会幹事会 

１３日 街頭補導  

１６日 日野中学校卒業式 

 町外量販店パトロール 

１９日 町内小学校卒業式 

２０日 街頭補導 

２４日 有害図書等立入調査 

２７日 街頭補導 

  

センター職員随時パトロール 

 中学生、高校生のスマホを持っている人の割合が増え続けています。保護者の皆さんは、自分

の子どもがどのような使い方をしているか知っていますか？スマホは、高性能、多機能で大変便

利ですが使い方を誤ればトラブルに巻き込まれることもあります。子どものほうがよく知ってい

て保護者がついていけないでは済まされません。被害者や加害者とならないように、子どもがス

マホ等を適切に使いこなす力がつくまで保護者の見守りが必要です。  

 スマホは持ち歩けるのでいつでもどこでも利用できますが、その結果がいつも持って

いないと不安、インターネット利用が習慣化しているようなことがありませんか。「一晩

中 LINE やゲームをしていた」「スマホが気になって勉強や授業に集中できない」「自分の

意志で止めることができない」等気になることはありませんか？それは、ネット依存か

もしれません。子どもがどのような使い方をしているかを知り、ネット依存にならない

よう親子で話し合いをしたりルールを作ることも必要です。             

 アプリの中には、個人情報やデータまで吸い取られてしまったというようなこともあるよ

うです。アプリ導入時には、利用規約や同意事項等をよく読んで確認しましょう。位置情報

をオンにした状態で撮影した写真をネット上に公開すると自宅や撮影場所が特定されるとい

うことがありますので設定を確認しましょう。 

 また、個人を特定できる情報や人を傷つけるようなことをネットに書き込むこと 

もいけません。一度ネットに流出した情報は二度と取り戻せません。 

１８歳未満の子どもにスマホや携帯電話を購入する場合、保護者は未成年者が利用 

することを携帯電話会社に伝えフィルタリングを利用するよう義務付けられています。 

スマホの場合は、携帯電話回線のフィルタリング、無線ＬＡＮ回線のフィルタリング、ア

プリのフィルタリングの３種類あります。フィルタリングの設定方法等は、携帯電話の販売

店にご相談ください。 

また、最近はインターネットへの接続やアプリの利用が可能なゲーム機や音楽プレイヤー

も多くあります。これらについてもそれぞれに対応したフィルタリングを利用しましょう。 

 
 スマホの利用料金は保護者が払っている

場合が多く、自分では気づかないうちに多額

の請求となることもあります。子どもと一緒

に確認しルールを決めましょう。 

 スマホを歩きながら、自転車に乗りながら

使っていて、はっとしたことはありません

か？周囲に注意がはらえないため迷惑をか

けたり事故に遭うことのないよう社会のル

ールとマナーを守りましょう。 

「
総
合
学
科
に
お
け
る
日
野
モ
デ
ル
を
め
ざ
し
て
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

県
立
日
野
高
等
学
校 

校
長 

音 

野 

吉 
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１．平成２６年中の少年の検挙・補導状況（暫定値） 

 

 

 

 

 

 

２．刑法犯少年の検挙・補導状況（暫定値） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 少年センターでは、少年に関する悩みや心配ごと相談を行っていま
す。本人だけでなく、家族の方の相談も受けています。 
無職少年の就労・就学の支援も行っています。  
お気軽にお越しください。秘密は厳守します。 

 
○電話相談 ○面接相談 ○相談時間：月～金 9:00～16:30 
 

日野町少年センター （日野町勤労福祉会館 ２階） 

電話０７４８－５３－１３２５  E-mail hino.t-syonen.c@rmc.ne.jp 

１人で悩まないでまずは相談を 

   

少
年
セ
ン
タ
ー
に
は
高
校
受
験
を
控
え
た

中
学
３
年
生
が
た
く
さ
ん
訪
れ
て
く
れ
ま

す
。
受
検
勉
強
の
苦
し
い
こ
と
、
合
格
す
る

か
ど
う
か
、
不
合
格
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う

と
不
安
だ
ら
け
の
毎
日
の
こ
と
を
話
し
に
き

て
く
れ
ま
す
。
「
も
う
ち
ょ
っ
と
早
く
か
ら

勉
強
し
と
い
た
ら
よ
か
っ
た
、
授
業
を
真
剣 

に
聞
い
と
い
た
ら
よ
か 

っ
た
」
と
出
て
く
る
言 

葉
は
反
省
ば
か
り
で
す
。 

「
み
ん
な
心
配
し
な
が 

ら
受
検
し
た
ん
で
す
よ 

､

受
験
生
の
気
持
ち
は
昔 

も
今
も
同
じ
で
す
よ
」 

と
言
い
な
が
ら
、
最
後 

の
日
ま
で
テ
キ
ス
ト
で
頑
張
り
な
さ
い
と
励 

ま
し
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。
み
ん
な
が

合
格
し
て
喜
べ
る
日
を
楽
し
み
に 

「
応
援
し
て
ま
す
よ
！
」
受
験
生
の
皆
さ
ん
。 

「
ひ
と
り
ご
と
」 

         ★☆★用語説明★☆★ 

○犯罪少年・・・14 歳以上 20 歳未満で、罪を犯した少年（交通事故による業務上過失犯を除く）

○触法少年・・・14 歳未満の少年で、刑罰法令に触れる行為をした少年 

○刑法犯少年・・・犯罪少年と触法少年の総称 

○特別法犯少年・・・20 歳未満の少年で、特別法令に違反する行為をした少年（交通関係法令違

反を除く） 

○ぐ犯・不良行為少年・・・不良行為（罰則の適用はないが、喫煙等少年の健全育成上やめさせる

べき行為）をしている者で、そのまま放置すると非行に進む危険性のある少年

○非行少年・・・前記少年の総称 

 

乗り物盗

6.5%

万引き

31.3%

窃盗

その他

22.2%

暴行・傷害

24.2%

占有離脱物

横領

4.0%

その他

12.1%刑法犯少年では、万引きが最も多く、３人に１人が万引きで検挙・補導されて

います。 

 窃盗犯少年のうち、万引きに次いで多いのが自動販売機狙い（窃盗その他）で

した。自動販売機狙いは、子どもたちの間で通称「ツンツン」と呼ばれる手口が

流行り、すべてこの手口による犯行で検挙や補導をしました。 

 「ツンツン」が流行った背景には、子どもたちがインターネットに投稿された

動画を見たり、SNS を使ったりして情報を広げたことが考えられます。また、

仲間の悪い誘いを断り切れず、「見つからなければ良い」と安易に犯行に手を染

める少年もいました。 

子どもが児童ポルノ、児童買春などの被害に遭ったり、い

じめなどの加害者になったりするケースが後を絶ちません。 

インターネットの管理は大人が責任を持ち、フィルタリン

グを利用しましょう！ 

平成 26 年中に東近江警察署管内で検挙・補導された少年（道路交通法に違反

した少年を除く）は 901 人で、前年に比べ 141 人減少しました。 

しかし、子どもたちの間で、嘘の 110 番通報をしてパトカーを現場に呼んで逃

げるという、通称「ポリ鬼」という困った遊びが流行り、特別法犯として多くの

少年を軽犯罪法違反で検挙しています。 

また、不良行為少年も減少しているものの、深夜徘徊と喫煙で補導され 

る少年が全体の約９割を占めています。不良行為は非行の入り口です。 

一人一人が社会のルールを守りましょう。 

★ 

携
帯
電
話
の
画
面
に
気
を
取
ら
れ
、
無
灯
火
自
転
車
で
歩
行
者
に
衝
突 

損
害
賠
償 

 

５
０
０
０
万
円 

★ 

歩
道
を
通
行
中
、
高
齢
歩
行
者
を
引
っ
か
け
る 

損
害
賠
償 

 
 

 

４
５
８
万
円 

★

 

傘
さ
し
運
転
を
し
て
自
転
車
と
出
会
い
頭
に
衝
突 

損
害
賠
償 

 
 

 

５
０
５
万
円 

★

一
時
停
止
せ
ず
に
進
行
し
、
乗
用
車
と
出
会
い
頭
に
衝
突 

受
け
取
る
は
ず
の
賠
償
金 

 
 
 
 

５
０
％
減 

 

＊携帯電話を使用しながら自転

車に乗るのはやめましょう。 

＊夜は必ずライトをつけましょ

う。 

＊歩行者を優先しましょう。 

＊傘さし運転はやめましょう。 

＊安全を確かめましょう。 

＊二人乗りはやめましょう。 
万一の危険を避けるときなど

にバランスを崩しやすくなり

ます。 

＊自転車は車道の左端通行が 

原則です。 
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